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国土強靱化地域計画

わが国は阪神・淡路大震災や東日本大震災等の地震災害やカスリーン台

風に代表される台風災害等、これまでに数多くの大規模自然災害に見舞わ

れてきました。

本町においても、令和元年東日本台風時には、記録的な豪雨や河川の越

水等により、多数の家屋に浸水被害が発生し、２，６００名を超える方が

避難するなど、本町がこれまでに経験したことのない大規模な災害となり

ました。

また、近年の気候変動の影響により、局地的大雨などの発生も増加して

おり、更なる災害対応の充実が必要となっていることを鑑み、国は自然災

害が発生する度に長期間をかけて復旧・復興を図るといった事後対策の繰

り返しを避け、事前防災・減災等の対策を予め総合的かつ計画的に実施す

ることにより、いかなる災害が発生しようとも被害が致命的なものとなら

ず、迅速に回復できる強靱な地域を作り上げていくため、国土強靱化を推

進し、本町におきましても、町民・企業・行政が協働し、強さとしなやか

さを併せ持った町を目指すため「大泉町国土強靱化地域計画」を策定しま

した。

今後、大規模自然災害が発生しても元気な地域を維持していけるよう、

本計画を基本として、安全・安心で災害に強い地域づくりに全力で取り組

んでまいります。
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第 １ 章

は じ め に



１ 計画策定の背景と趣旨

２ 計画の位置づけ

３ 計画の期間

国においては、東日本大震災の発生を踏まえ、大規模な自然災害等に備えた

国土の全域にわたる強靱な国づくりを推進するため、平成２５年に「強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下

「基本法」）」を制定し、平成２６年には、基本法に基づき、「国土強靱化基本計画

（以下「国基本計画」）」を策定しました。それを受けて、群馬県においても、国基本

計画との調和を保ちながら、平成２９年に「群馬県国土強靱化地域計画（以下

「県地域計画」）」を策定しており、本町においても、令和元年東日本台風により

多数の家屋等に被害が発生したことを踏まえて、災害に強いまちづくりの推進が

必要となっています。

そこで、今後本町が自然災害等に備え、強くしなやかなまちづくりに総合的に

取り組んでいくための計画として「大泉町国土強靱化地域計画」を策定します。

本計画は、基本法第１３条の規定に基づく、国基本計画及び県地域計画との調和

を図り、本町における強靱化に関する施策を推進するうえでの指針となる計画です。

本計画は、令和４年度を始期とし、国基本計画及び県地域計画の見直し、社会

経済情勢の変化、強靱化に関する施策の進捗状況等を踏まえながら、必要に応じて

見直しを行うものとします。

第１章 はじめに
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■国土強靱化地域計画と関連計画の位置づけ
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第 ２ 章

本 町 の 概 況



１ 地勢・人口等

（１）地勢

本町は、群馬県の東南に位置し、東は邑楽町と千代田町、北西は太田市、南は利

根川を挟んで埼玉県との県境になっており、埼玉県熊谷市に隣接しています。

高速自動車道路は、太田市は北関東自動車道、館林市には東北自動車道が通って

おり、太田市と館林市にある各々のインターチェンジからアクセスできる立地とな

っています。

鉄道は館林市及び太田市で東武伊勢崎線に接続する東武小泉線が通っており、町

内には東武小泉線の西小泉駅、小泉町駅、東小泉駅の３つの駅があります。

■本町の位置図

第２章 本町の概況
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（２）沿革

本町は、昭和３２年に小泉町と大川村との合併によって誕生しました。

それに先立つ昭和１６年の太田・小泉飛行場の完成、翌年の中島飛行機小泉製作所

の開所を機に、広大な飛行場敷地を有する「ものづくりの町」として発展する土壌が

培われました。

戦後、米軍のキャンプドルウ（注１）となった敷地が昭和３４年に返還され、昭和３５

年に「首都圏市街地開発区域」の指定を受けたことにより、工場誘致や市街地整備が

進みました。以来、電機機器・輸送機器等を中心に多数の優良企業が進出し、工業都

市として堅調な発展を遂げています。

（注１）戦後、中島飛行機製作所の小泉製作所跡が米軍に接収され、置かれた基地のこと。

（３）地理的特性

本町は、冬季に群馬県特有の季節風が吹きますが、降雪量は少なく、年間を通して

晴天の日が多いなど、住みやすい土地となっています。

地形については、町域北部から南部にかけてわずかに傾斜する比較的平坦な土地と

なっています。
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（４）人口動向

本町の人口は、昭和４０年に２万人を、昭和５５年に３万人を、平成７年に４万人

を超えている等、堅調に増加してきており、令和２年においても４万人以上を維持して

います。

■総人口の推移

出典：国勢調査

（５）産業

本町には、戦前から軍需都市として栄えてきた歴史があります。昭和３５年に「首

都圏都市開発区域」の指定を受けてからは、国内有数の大企業が進出し、電機機器や

輸送機器を中心とした産業集積が進み、「ものづくりの町」として発展してきました。

企業誘致や工業団地の造成等を経て、医療用機器や食料品等の様々な分野で活躍す

る優良企業が進出し、現在も、北関東屈指の工業都市となっています。

また、生産活動を担う中心となる「生産年齢人口」の割合が、県内で最も高いこと

も本町の特色として挙げられます。
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２ 過去の災害

昭和２２年９月のカスリーン台風では、大雨、河川の越水等による被害が発生し

ました。

平成２３年３月の東日本大震災では、震度５強を記録し、被害が発生しました。

平成２６年２月の大雪によって、被害が発生しました。

令和元年１０月の令和元年東日本台風では、河川の越水等による、被害が発生し

ました。

■過去の主な災害

原因 発生年月日 主な被害

カスリーン台風 昭和２２年９月１４日～１５日
半壊：１棟
床上浸水：１５４棟
床下浸水：３４８棟

伊勢湾台風 昭和３４年９月２６日～２７日
全壊：１１棟
半壊：３棟

台風４号 昭和４１年６月２８日
床上浸水：１４棟
床下浸水：２５０棟

台風２６号 昭和４１年９月２５日

全壊：３棟
半壊：９３棟
床上浸水：２棟
床下浸水：２０棟

東日本大震災 平成２３年３月１１日
半壊：２棟
一部損壊：１，１２２棟

大雪 平成２６年２月１４日～１５日 一部損壊：２棟

令和元年東日本台風 令和元年１０月１２日～１3日

半壊：５０棟
床上浸水：２棟
一部破損：１４棟
床下浸水：５０棟
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第 3 章

強 靱 化 の 基 本 的 な 考 え 方



１ 基本目標

２ 事前に備えるべき目標

本町の強靱化を推進するにあたり、基本法、国基本計画及び県地域計画を踏まえた

「基本目標」と、それを達成するための「事前に備えるべき目標」をそれぞれ設定します。

本計画の基本目標は、以下の４つとします。いかなる災害等が発生しようとも、

（１）人命の保護が最大限図られること

（２）町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること

（３）町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

（４）迅速な復旧・復興

基本目標を達成するために必要な事前に備えるべき目標は、以下の７つとします。

（１）大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる

（２）大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それ

がなされない場合の必要な対応を含む）

（３）大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する

（４）大規模自然災害発生後であっても経済活動（サプライチェーン（注２）を含む）を

機能不全に陥らせない

（５）大規模自然災害発生後であっても生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、

上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともにこれらの早期復旧を図る

（６）制御不能な二次災害を発生させない

（７）大規模自然災害発生後であっても地域社会・経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する

（注２）製品を作る最初の段階から作った製品が消費者に届くまでの一連の流れのこと。

第３章 強靱化の基本的な考え方
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第 ４ 章

脆 弱 性 評 価



１ 脆弱性評価の考え方

国基本計画及び県地域計画では、基本法１７条第１項の規定に基づき、大規模自

然災害等に対する脆弱性の分析・評価（以下「脆弱性評価」）の結果を踏まえ、

国土強靱化に必要な施策の推進方針が定められています。

本計画の策定は、次の手順により脆弱性評価を行い、強靱化のための推進方針を

策定します。

■脆弱性評価の手順

第４章 脆弱性評価

① 「対象とする自然災害」の設定 Ｐ１５・P１６

「事前に備えるべき目標」と「起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）」の設定 Ｐ１７・Ｐ１８
②

③ 「施策分野」の設定 Ｐ１９

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避する

ための施策の分析及び評価 Ｐ１９
④
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2 対象とする自然災害の設定

国基本計画及び県地域計画においては、「大規模自然災害全般」を想定しています。

本町においても、「大規模自然災害全般」を対象に設定することとします。

■本町で想定される主な大規模自然災害

自然災害の種類 想定する規模等

大規模地震
Ｍ７～８程度、最大震度６強を想定。
建物被害、火災、死傷者が多数発生。
※全国地震予測地図２０２０年版（P１６）

台風・梅雨前線
等による
豪雨・竜巻・突風

大規模水害
記録的な大雨等による大規模水害を想定。
例えば、堤防の決壊や河川の氾濫による人的・物
的被害等が発生。

暴風災害
台風や竜巻、突風等、大規模暴風災害を想定。
例えば、強風による倒木や電柱倒壊等による人
的・物的被害が発生。

暴風雪・大雪
記録的な暴風雪や大雪等による大雪災害を想定。
例えば、家屋の倒壊、交通事故等による人的・物
的被害が発生。

火山噴火
常時観測火山（浅間山、草津白根山、日光白根山）
の大規模噴火を想定。例えば、降灰による人的・
物的被害等が発生。

複合災害
複数の自然災害が同時期に発生する事態を想定。
例えば、大規模な地震により被災した直後に豪雨
災害が発生。
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出典：全国地震予測地図２０２０版
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３ 事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）の設定

脆弱性評価は基本法第１７号第３項の規定に基づき、起きてはならない最悪の事

態を想定した上で行うものとされています。本計画では、国基本計画及び県地域計画

を参考にしながら、本町の状況を考慮し、「事前に備えるべき目標」の達成の妨げ

となる「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定します。

■本計画における「事前に備えるべき目標」と「起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）」の設定

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

１

大規模自然災害が発生し

たときでも人命の保護が

最大限図られる

1-1
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に

よる多数の死傷者の発生 （二次災害を含む）

1-2

気候変動の影響により大規模水害が発生し、広

域かつ長期的な氾濫・浸水をもたらすことによ

る多数の死傷者の発生

1-3

情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因し

た避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発

生

２

大規模自然災害発生直後

から救助・救急、医療活

動等が迅速に行われる

（それがなされない場合

の必要な対応を含む）

2-1
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資

供給の長期停止

2-2
消防等の被災・エネルギー供給の途絶等による

救助・救急活動等の絶対的不足

2-3

医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・

被災・支援ルート・エネルギー供給の途絶によ

る医療・福祉機能の麻痺

2-4 被災地における感染症等の大規模発生
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（注３）緊急車両等の通行のため、早期に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等に

より救援ルートを開けること。

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

３

大規模自然災害発生直後

から必要不可欠な行政機

能は確保する

3-1
町職員・施設等の被災による行政機能の大幅な

低下

４

大規模自然災害発生後で

あっても経済活動（サプ

ライチェーンを含む）を

機能不全に陥らせない

4-1
サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停
止等による企業活動等の停滞

4-2 食料等の安定供給の停滞

５

大規模自然災害発生後で

あっても生活・経済活動

に必要最低限の電気、ガ

ス、上下水道、燃料、交

通ネットワーク等を確保

するとともにこれらの早

期復旧を図る

5-1
電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長
期停止

5-2
上水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機
能停止（異常渇水や用水施設の損壊等による用
水供給の途絶含む）

5-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

5-4 地域交通ネットワークの機能停止

６
制御不能な二次災害を発

生させない

6-1 有害物質の大規模拡散・流出

6-2 農地等の荒廃による被害の拡大

6-3 風評被害等による地域経済等への甚大な影響

７

大規模自然災害発生後で

あっても地域社会・経済

が迅速に再建・回復でき

る条件を整備する

7-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により
復旧・復興が大幅に遅れる事態

7-2

道路啓開（注３）等の復旧・復興を担う人材等（専
門家、コーディネーター、労働者、地域に精通
した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅
に遅れる事態

7-3
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により
復旧・復興が大幅に遅れる事態
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５ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための
施策の分析及び評価

4 施策分野の設定

本計画では、国基本計画及び県地域計画を参考にしながら、起きてはならない

最悪の事態（リスクシナリオ）を回避し、効果的に強靱化を推進するため、４つの施策

分野を設定します。

（１）行政機能／消防／教育／情報通信

（２）保健医療・福祉

（３）都市・インフラ／環境

（４）産業

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するために必要となる事

項について、本町が実施している施策の取組状況などを踏まえ、脆弱性評価を実施

しました。評価結果は２８ページをご覧ください。
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第 ５ 章

強 靱 化 の 推 進 方 針



１ 施策ごとの推進方針

２ 施策の重点化

脆弱性評価の結果を踏まえ、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

ごとに必要となる施策を検討し、施策ごとに施策の推進方針を定めました。なお、

それぞれの各分野における施策の推進にあたっては、各関係部局等間の連携・

調整を図ります。施策の推進方針は５１ページをご覧ください。

限られた資源で効率的・効果的に国土強靱化を進めるには、大規模災害時において、

町民の生命を守るうえでの影響の大きさや令和元年東日本台風時の課題及び現状で優

先的に取り組む必要性等を総合的に判断して重点施策を選定しました。

■重点施策

施策分野 施策

行政機能／消防

教育／情報通信

地域防災力の向上

避難誘導体制の整備

業務継続体制の整備

情報の収集・伝達体制の確保

消防力の強化

保健医療・福祉
避難行動要支援者対策

感染症対策

第５章 強靱化の推進方針
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３ 重要業績評価指標（KPI）の設定

計画の進捗管理の観点から、重点施策を中心に施策の進捗率や効果を把握する

ため、施策分野ごとに重要業績評価指標（KPI）を設定しました。

（１）行政機能／消防／教育／情報通信

推進方針（施策名） 重要業績評価指標 基準値 目標値 担当課

地域防災力の向上 自主防災組織防災訓練の回数 ０回
（Ｒ２年度）

１８回
（Ｒ６年度）

安全安心課

避難誘導体制の整備 一番近い「避難所」を知っている割合 ７７％
（Ｒ３年度）

８４％
（Ｒ６年度）

業務継続体制の整備 職員の非常参集（伝達）訓練時の参集到着
（見込み）時間

２５分
（Ｒ２年度）

２０分
（Ｒ６年度）

情報の収集・伝達体制の確保 安全・安心メールの登録者数（累計） ５，３９９人
（Ｒ２年度）

５，７００人
（Ｒ６年度）

消防力の強化
消防団員の充足率 ９１.３％

（Ｒ２年度）
１００％
（Ｒ６年度）

住宅用火災警報器の設置率 ７６.７％
（Ｒ２年度）

８０％
（Ｒ６年度）

防災備蓄食糧の充実
外国人対応（多言語対応等）

備蓄食糧のアレルギー又はハラール対応の
割合

９６.３％
（Ｒ３年度）

１００％
（Ｒ６年度）

相互応援態勢の整備
人材の確保

災害協定の締結数（累計） ４６件
（Ｒ２年度）

６２件
（Ｒ６年度）

相互応援態勢の整備 受援計画の策定 未策定
（Ｒ３年度）

策定
（Ｒ４年度）

避難所対策 避難所開設訓練の回数 １回
（Ｒ２年度）

４回
（Ｒ６年度）

学校・教育施設への支援 避難確保計画の策定の施設数（累計） ３施設
（Ｒ３年度）

１４施設
（Ｒ４年度）

安全安心課
(施設の担当課)

外国人対応（多言語対応等） 文化の通訳の登録者数（累計） ５８４人
（Ｒ２年度）

７０４人
（Ｒ６年度） 多文化協働課

施策分野 施策

都市・インフラ／環境

住宅・建築物の耐震化対策

道路施設等の長寿命化対策

水害予防対策の推進

産業 農業生産基盤の整備
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（２）保健医療・福祉

（３）都市・インフラ／環境

（４）産業

推進方針（施策名） 重要業績評価指標 基準値 目標値 担当課

避難行動要支援者対策
避難行動要支援者名簿の更新回数 １回

（Ｒ２年度）
２回

（Ｒ６年度） 高齢介護課

電話配信サービスの登録者数（累計） ８２人
（Ｒ２年度）

１７０人
（Ｒ６年度） 安全安心課

感染症対策 防護服の備蓄数（累計） ７６７着
（Ｒ２年度）

１３００着
（Ｒ６年度） 健康づくり課

福祉施設等への支援 避難確保計画の策定の施設数（累計） ３施設
（Ｒ３年度）

２５施設
（Ｒ４年度）

安全安心課
(施設の担当課)

推進方針（施策名） 重要業績評価指標 基準値 目標値 担当課

住宅・建築物の耐震化対策
住宅の耐震化率 ８４.５%

（Ｒ２年度）
８８.６%
（Ｒ６年度）

都市整備課
多数の者が利用する建築物の耐震化率 ９０.５%

（Ｒ２年度）
９４.１%
（Ｒ６年度）

道路施設等の長寿命化対策 道路舗装の補修面積 ２,７２９.７㎡
（Ｒ２年度）

２,８００㎡
（Ｒ６年度） 土木管理課

水害予防対策の推進 七ヶ村用水路の改修延長（累計） ０ｍ
（Ｒ３年度）

５５２m
（Ｒ６年度） 農業振興課

下水道施設の整備 下水道の整備面積（累計） ２７９ha
（Ｒ２年度）

２８９.５ha
（Ｒ６年度） 都市施設課

空き家対策 空き家情報の登録件数（累計） ０件
（Ｒ２年度）

１０件
（Ｒ６年度） 都市整備課

災害廃棄物の処理体制の
整備・推進

災害廃棄物処理計画の策定 未策定
（Ｒ３年度）

策定
（Ｒ４年度） 環境整備課

地籍調査の推進 地籍調査の完了面積（累計） ０.２２k㎡
（Ｒ２年度）

１.８０k㎡
（Ｒ６年度） 土木管理課

推進方針（施策名） 重要業績評価指標 基準値 目標値 担当課

農業生産基盤の整備 担い手への農地利用集積率（累計） ３４.４%
（Ｒ２年度）

５０%
（Ｒ６年度） 農業振興課

企業の事業継続支援 事業継続力強化計画の策定支援件数（累計） ０件
（Ｒ３年度）

４５件
（Ｒ６年度） 経済振興課
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第 ６ 章

計 画 の 推 進 及 び 進 捗 管 理



１ 他の計画等の見直し

２ 進捗管理

本計画は、本町の強靱化の指針となるものであることから、他の計画等については、

本計画の推進方針に基づき、必要に応じて内容の修正の検討等を行うこととします。

本計画の実効性を確保するとともに、PDCAサイクルを確立し、各施策の進捗状

況を把握するため、計画の進捗管理を行います。また、国基本計画及び県地域計画

の見直し、社会経済情勢の変化、強靱化に関する施策の進捗状況等を踏まえながら、

必要に応じて変更を行うこととします。

第６章 計画の推進及び進捗管理
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資 料 編

脆 弱 性 評 価 結 果

施 策 の 推 進 方 針



事前に備えるべき

目標 1

大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限
図られる

リスク

シナリオ

１－１ 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による多
数の死傷者の発生（二次災害を含む）

【公共施設の長寿命化対策】
・行政の中心的拠点である庁舎については、現在の建物となってから４７年目
（令和３年度現在）となり、老朽化が進行しており、サービス提供の場とし
ての機能はもとより、防災の拠点の機能も重要であることから、適切な庁舎
のあり方について調査・研究する必要がある。

・公共施設の多くは老朽化が進んでおり、安全で安定した行政サービスを提供
し続けるためには、中長期的かつ総合的な観点から公共施設の全体のあり方
を検討し、効率的・効果的な管理運営を行っていくための公共施設マネジメ
ントを推進していく必要がある。

・築後４０年以上経過した校舎が約４割を超える（令和３年度現在）学校施設
の老朽化対策が必要である。

【住宅・建築物の耐震化対策】
・地震による建築物の倒壊等の被害から町民の生命・財産を守るため、住宅・
建築物の耐震化率の向上を図る必要がある。

・町営住宅については、「大泉町公営住宅等長寿命化計画」（注４）に基づき、良
質な住宅ストック（注５）を維持するとともに、耐用年数超過となった住宅の計
画的な除却を進める必要がある。

（注４）町営住宅の状況やニーズ等を踏まえ、住棟毎に改善、修繕等の活用手法を定め、
効率的な事業を実施することにより、良質なストックを効率的な長期活用する
ための方針を定めた計画。

（注５）既存住宅、住宅の在庫のこと。

脆弱性評価結果
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【空き家対策】
・災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため、管理不全な空き家や空き店舗に

ついては、関係機関と連携し、適正管理についての指導助言等を行う必要が

ある。

【市街地整備】
・災害発生時に建物の老朽化や狭あい道路等により、道路の寸断や火災の延焼

拡大等の被害の拡大が懸念されるため、安全な都市基盤を形成する必要があ

る。

【避難誘導体制の整備】
・「総合防災マップ」を活用し、避難所の周知や避難に対する理解促進をさらに

進めていく必要がある。

・指定緊急避難場所及び指定避難所について、想定される災害に応じて、指定

場所等の見直しを図っていく必要がある。

【地域防災力の向上】
・全地域（30 自治会）に自主防災組織が設立されているため、「自主防災組織

活動ガイドライン」（注６）の活用や自主防災訓練等により、地域防災力の向上を

図る必要がある。

（注６）自主防災組織の基本的な活動内容についてまとめたもの。

【防災啓発・防災教育の実施】
・災害発生時に被害を最小限に抑えるために町主催の防災イベントや自主防災

訓練等を通して、町民の防災意識の向上を図る必要がある。

・児童、生徒が災害に関する知識を習得できるように適切な防災教育の実施が

必要である。
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【消防力の強化】
・災害発生時に迅速かつ的確に消火、救急救助活動を実施できるよう、消防施

設や消防資機材の計画的な更新を含め、万全な管理を図る必要がある。

・火災の早期発見等のため住宅用火災警報器の設置を促進しているが、設置率

が伸び悩んでいることから更なる普及促進を行う必要がある。

・大規模火災時に備えて常備消防と非常備消防との役割・連携関係を構築する

とともに、消防団員の確保に努めていく必要がある。

【福祉施設等への支援】
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、福祉施設等へ避難

確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、福祉施設等への

建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するため、連携強

化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から福祉施設等と連携を図る必要がある。

【学校・教育施設への支援】
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、学校・教育施設へ

避難確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、学校・教育

施設への建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するた

め、学校・教育施設と連携強化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から学校・教育施設と連携を図る必要がある。

30



リスク
シナリオ

１－２ 気候変動の影響により大規模水害が発生し、広域かつ
長期的な氾濫・浸水をもたらすことによる多数の死傷
者の発生

【水害予防対策の推進】
・河川の水害リスク低減のため、河川管理者である国、県へ継続的に整備等の

要望を行う必要がある。

・集中豪雨等による農業用施設や道路側溝からの雨水の流出量増大に起因した

浸水被害等の解消を図るため、幹線排水路の整備・維持管理の対策を推進す

る必要がある。

【避難誘導体制の整備】（再掲）
・「総合防災マップ」を活用し、避難所の周知や避難に対する理解促進をさらに

進めていく必要がある。

・指定緊急避難場所及び指定避難所について、想定される災害に応じて、指定

場所等の見直しを図っていく必要がある。

【地域防災力の向上】（再掲）
・全地域（30 自治会）に自主防災組織が設立されているため、「自主防災組織

活動ガイドライン」の活用や自主防災訓練等により、地域防災力の向上を図

る必要がある。

【防災啓発・防災教育の実施】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限に抑えるために町主催の防災イベントや自主防災

訓練等を通して、町民の防災意識の向上を図る必要がある。

・児童、生徒が災害に関する知識を習得できるように適切な防災教育の実施が

必要である。
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【福祉施設等への支援】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、福祉施設等へ避

難確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、福祉施設等

への建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するため、

連携強化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から福祉施設等と連携を図る必要がある。

【学校・教育施設への支援】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、学校・教育施設

へ避難確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、学校・

教育施設への建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進す

るため、学校・教育施設と連携強化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から学校・教育施設と連携を図る必要がある。
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リスク
シナリオ

１－３ 情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因した避難
行動の遅れ等による多数の死傷者の発生

【情報の収集・伝達体制の確保】
・災害発生時に国、県及び防災関係機関と迅速かつ的確に情報収集、伝達を行
う必要がある。

・町民への情報伝達手段として、防災行政無線、安全・安心メール・電話配信
サービス、SNS等の情報伝達手段の多様化・確実化に努めているところであ
り、それらを着実に進める必要がある。

・災害発生時に町と自主防災組織等が連携して、災害情報の共有を図る必要が
ある。

【避難誘導体制の整備】（再掲）
・「総合防災マップ」を活用し、避難所の周知や避難に対する理解促進をさらに

進めていく必要がある。
・指定緊急避難場所及び指定避難所について、想定される災害に応じて、指定
場所等の見直しを図っていく必要がある。

【地域防災力の向上】（再掲）
・全地域（30 自治会）に自主防災組織が設立されているため、「自主防災組織
活動ガイドライン」の活用や自主防災訓練等により、地域防災力の向上を図
る必要がある。

【避難行動要支援者対策】
・避難時に支援を要する人に適切な支援が提供できるよう、避難行動要支援者
名簿への登録を促進する必要がある。

・自主防災組織が中心となり、災害発生時に避難行動要支援者（注７）が迅速に避
難できる体制を整備する必要がある。

・災害等の緊急情報を伝達する「電話配信サービス」を更に周知する必要があ
る。

（注７）自力で避難が難しく、避難行動時、特に支援が必要とされる方。
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【福祉施設等への支援】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、福祉施設等へ避難

確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、福祉施設等への

建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するため、連携強

化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から福祉施設等と連携を図る必要がある。

【学校・教育施設への支援】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、学校・教育施設へ

避難確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、学校・教育

施設への建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するた

め、学校・教育施設と連携強化を図る必要がある。
・災害発生時に備えて、日頃から学校・教育施設と連携を図る必要がある。

【外国人対応（多言語対応等）】
・災害発生時の外国人への情報伝達については、防災行政無線や多文化共生コ
ミュニティセンターホームページ等を活用し、迅速かつ適切な情報伝達に努
めているが、更なる情報伝達手段の多様化や多言語化を図っていく必要があ
る。

・災害発生時に外国人の安全を確保するため、外国人の防災意識の向上を図る
必要がある。

・避難所において外国人への対応・支援ができるように、多言語表示や備蓄食
料等の準備をする必要がある。
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事前に備えるべき

目標２

大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅
速に行われる（それがなされない場合の必要な対応を含
む）

リスク
シナリオ

２－１ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の
長期停止

【防災備蓄の充実】
・被災者の食料を確保するため、計画的に備蓄を進めているが今後も必要量を

確保、維持できるように努める必要がある。

・民間事業者等との災害協定締結により、食料や生活必需品、燃料等を確保す

る必要がある。

・家庭での備蓄を最低３日分、推奨７日分としているが、更なる備蓄の周知を

図る必要がある。

【上水道施設の整備】
・災害発生時に飲料水供給の長期停止を防ぐため、群馬東部水道企業団と連携

し、応急給水体制の維持強化を図る必要がある。

【交通ネットワークの強化】
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。

【相互応援態勢の整備】
・地方公共団体との相互応援協定締結により、災害時は迅速に応援を受けられ

るように、受援体制の向上を図る必要がある。
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リスク
シナリオ

２－２ 消防等の被災・エネルギー供給の途絶等による救助・
救急活動等の絶対的不足

【消防力の強化】（再掲）
・災害発生時に迅速かつ的確に消火、救急救助活動を実施できるよう、消防施

設や消防資機材の計画的な更新を含め、万全な管理を図る必要がある。

・火災の早期発見等のため住宅用火災警報器の設置を促進しているが、設置率

が伸び悩んでいることから更なる普及促進を行う必要がある。

・大規模火災時に備えて常備消防と非常備消防との役割・連携関係を構築する

とともに、消防団員の確保に努めていく必要がある。

【地域防災力の向上】（再掲）
・全地域（30 自治会）に自主防災組織が設立されているため、「自主防災組織

活動ガイドライン」の活用や自主防災訓練等により、地域防災力の向上を図

る必要がある。

【相互応援態勢の整備】（再掲）
・地方公共団体との相互応援協定締結により、災害時は迅速に応援を受けられ

るように、受援体制の向上を図る必要がある。

【エネルギーの確保】
・災害発生時に、庁舎や災害対策本部、公用車等の最低限のエネルギーを確保

できる体制を整備する必要がある。

・救助、救急活動に支障をきたさないよう、民間事業者や関係団体との災害協

定締結等の連携を図り、救急・消防車両等の燃料確保に努める必要がある。
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【避難行動要支援者対策】（再掲）
・避難時に支援を要する人に適切な支援が提供できるよう、避難行動要支援

者名簿への登録を促進する必要がある。

・自主防災組織が中心となり、災害発生時に避難行動要支援者が迅速に避難

できる体制を整備する必要がある。

・災害等の緊急情報を伝達する「電話配信サービス」を更に周知する必要が

ある。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路

交通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。
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リスク
シナリオ

２－３ 医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災・
支援ルート・エネルギー供給の途絶による医療・福祉
機能の麻痺

【医療関係団体との連携】
・災害発生時の医療体制を確保するため、地域における災害医療関係機関等と

緊急時における協力体制の充実を図る必要がある。

【福祉施設等への支援】（再掲）
・災害発生時に被害を最小限にとどめることができるよう、福祉施設等へ避難

確保計画の策定や防災訓練の実施を促す必要がある。また、福祉施設等への

建物の耐久性の向上や防災に関連した備品の整備等を促進するため、連携強

化を図る必要がある。

・災害発生時に備えて、日頃から福祉施設等と連携を図る必要がある。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。
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リスク
シナリオ

２－４ 被災地における感染症等の大規模発生

【感染症対策】
・避難時の感染症の発生予防や蔓延防止のため、平常時から消毒等を行う体制

を構築するとともに感染症予防の徹底を行う必要がある。

・大規模災害により多数の死者が発生する状況下でも保健衛生が確保されるよ

う、遺体安置所の確保や埋葬体制を構築する必要がある。

【避難所対策】
・避難所で使用するマスク等の衛生用品の備蓄を進めるとともに、企業等との

災害協定締結により、更に感染症予防対策の物資を確保する必要がある。

【上水道施設の整備】（再掲）
・災害発生時に飲料水供給の長期停止を防ぐため、群馬東部水道企業団と連携

し、応急給水体制の維持強化を図る必要がある。

【下水道施設の整備】
・災害発生時に下水道の機能停止による公衆衛生問題や下水道施設の破損等を

防止するため、耐震化や老朽化対策を図るとともに大泉町公共下水道事業業

務継続計画（BCP）の継続的な見直しを実施し、ハード及びソフトを組み合

わせた総合的な対策を実施する必要がある。
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事前に備えるべき

目標３
大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確
保する

リスク
シナリオ

３－１ 町職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下

【業務継続体制の整備】
・「大泉町業務継続計画」の実効性を高めるため、組織改編や業務内容等の変更

があった場合は計画の見直しを行うとともに、訓練を実施し、業務継続体制

を強化する必要がある。

・災害発生時に電源確保が困難となることを想定し、住民情報等の業務に必要

なデータが消失しないように情報のバックアップを行う必要がある。

・災害発生時には、職員が参集できない事態も想定され、災害対応や業務継続

に支障が生じる可能性があることから、業務継続体制や業務継続に必要な職

員の勤務形態等を検討する必要がある。

・災害発生時においても、業務に支障が生じないよう文書の管理・保存方法を

検討する必要がある。

【公共施設の長寿命化対策】（再掲）
・行政の中心的拠点である庁舎については、現在の建物となってから４７年目

（令和３年度現在）となり、老朽化が進行しており、サービス提供の場とし

ての機能はもとより、防災の拠点の機能も重要であることから、適切な庁舎

のあり方について調査・研究する必要がある。

・公共施設の多くは老朽化が進んでおり、安全で安定した行政サービスを提供

し続けるためには、中長期的かつ総合的な観点から公共施設の全体のあり方

を検討し、効率的・効果的な管理運営を行っていくための公共施設マネジメ

ントを推進していく必要がある。

・築後４０年以上経過した校舎が約４割を超える（令和３年度現在）学校施設

の老朽化対策が必要である。
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【相互応援態勢の整備】（再掲）
・地方公共団体との相互応援協定締結により、災害時は迅速に応援を受けられ

るように、受援体制の向上を図る必要がある。
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事前に備えるべき

目標４
大規模自然災害発生後であっても経済活動（サプライチェ
ーンを含む）を機能不全に陥らせない

リスク
シナリオ

４－１ サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等
による企業活動等の停滞

【企業の事業継続支援】
・大泉町商工会等の関係機関と連携し、企業の減災や事業継続に必要な対策を

実施するよう、促す必要がある。

【民間事業者への金融支援】
・被災した事業者の事業継続や復旧のために必要な資金の調達ができるよう、

制度融資等の金融支援を関係機関と連携して行う必要がある。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。
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リスク
シナリオ

４－２ 食料等の安定供給の停滞

【防災備蓄の充実】（再掲）
・被災者の食料を確保するため、計画的に備蓄を進めているが今後も必要量を

確保、維持できるように努める必要がある。

・民間事業者等との災害協定締結により、食料や生活必需品、燃料等を確保す

る必要がある。

・家庭での備蓄を最低３日分、推奨７日分としているが、更なる備蓄の周知を

図る必要がある。

【農業生産基盤の整備】
・農業用施設の定期的な点検を実施し、破損等の危険箇所の補修や平常時から

適切な維持管理を実施する必要がある。

・農業者の高齢化及び後継者不足により、農業を取り巻く環境は深刻な状況と

なっているため、次世代の農業の担い手を確保、育成する必要がある。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。
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事前に備えるべき

目標５

大規模自然災害発生後であっても生活・経済活動に必要最
低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等
を確保するとともにこれらの早期復旧を図る

リスク
シナリオ

５－１ 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

【エネルギーの確保】（再掲）
・災害発生時に、庁舎や災害対策本部、公用車等の最低限のエネルギーを確保

できる体制を整備する必要がある。

・救助、救急活動に支障をきたさないよう、民間事業者や関係団体との災害協

定締結等の連携を図り、救急・消防車両等の燃料確保に努める必要がある。

【交通ネットワークの強化】（注８）
・災害時にエネルギー供給施設が被災した場合の早期復旧や石油、ガスの輸送

などを迅速かつ円滑に行えるように災害に強い道路交通網の整備や、舗装・

橋梁を健全状態に保つ必要がある。

（注８）本施策はエネルギーに関する内容を記載。

リスク
シナリオ

５－２ 上水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止
（異常渇水や用水施設の損壊等による用水供給の途
絶含む）

【上水道施設の整備】（再掲）
・災害発生時に飲料水供給の長期停止を防ぐため、群馬東部水道企業団と連携

し、応急給水体制の維持強化を図る必要がある。
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リスク
シナリオ

５－４ 地域交通ネットワークの機能停止

【道路施設等の長寿命化対策】
・災害発生時においても道路及び公園が十分な機能を発揮できるよう適切な維

持管理を行う必要がある。

・橋梁については、「大泉町橋梁長寿命化修繕計画」（注９）に基づいて、耐震化及

び長寿命化を図る必要がある

（注９）町の管理する橋梁は老朽化することで維持管理管理費用が今後増加することが予想されるため、

限られた財源の中で効率的に橋梁を管理していくための計画。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。

【市街地整備】（再掲）
・災害発生時に建物の老朽化や狭あい道路等により、道路の寸断や火災の延焼

拡大等の被害の拡大が懸念されるため、安全な都市基盤を形成する必要があ

る。

リスク
シナリオ

５－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

【下水道施設の整備】（再掲）
・災害発生時に下水道の機能停止による公衆衛生問題や下水道施設の破損等を

防止するため、耐震化や老朽化対策を図るとともに大泉町公共下水道事業業

務継続計画（BCP）の継続的な見直しを実施し、ハード及びソフトを組み合

わせた総合的な対策を実施する必要がある。
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事前に備えるべき

目標６
制御不能な二次災害を発生させない

リスク
シナリオ

６－１ 有害物質の大規模拡散・流出

【有害物質の拡散・流失防止】
・有害物質の拡散、流出による二次災害の発生や環境への悪影響を防止するた

めの対策を進める必要がある。

・水質汚濁等が発生した場合は、県や関係機関と連携し、連絡体制を徹底する

必要がある。

リスク
シナリオ

６－２ 農地等の荒廃による被害の拡大

【農業生産基盤の整備】（再掲）
・農業用施設の定期的な点検を実施し、破損等の危険箇所の補修や平常時から

適切な維持管理を実施する必要がある。

・農業者の高齢化及び後継者不足により、農業を取り巻く環境は深刻な状況と

なっているため、次世代の農業の担い手を確保、育成する必要がある。
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リスク
シナリオ

６－３ 風評被害等による地域経済等への甚大な影響

【情報の収集・伝達体制の確保】（再掲）
・災害発生時に国、県及び防災関係機関と迅速かつ的確に情報収集、伝達を行
う必要がある。

・町民への情報伝達手段として、防災行政無線、安全・安心メール・電話配信
サービス、SNS等の情報伝達手段の多様化・確実化に努めているところであ
り、それらを着実に進める必要がある。

・災害発生時に町と自主防災組織等が連携して、災害情報の共有を図る必要が

ある。
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事前に備えるべき

目標７
大規模自然災害発生後であっても地域社会・経済が迅速
に再建・回復できる条件を整備する

リスク
シナリオ

７－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・
復興が大幅に遅れる事態

【災害廃棄物の処理体制の整備・推進】
・県や関係機関等と連携し、災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するための体制

を整備する必要がある。

・多種多様な廃棄物を安全に処理できるよう、環境保全に支障のない一時仮置

場の確保を図り、ごみ処理施設の適切な維持管理を実施する必要がある。

【地籍調査の推進】
・被災後の復旧・復興を迅速に実施するため、現地復元性のある地図情報を整

備する必要がある。

【交通ネットワークの強化】（再掲）
・災害時に救援物資の供給等を迅速かつ円滑に行えるよう、災害に強い道路交

通網の整備や、舗装・橋梁を健全状態に保つ必要がある。
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リスク
シナリオ

７－２ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コー
ディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の
不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

【人材の確保】
・災害発生時に専門的な技術者等と連携して速やかに復旧・復興活動を進めら

れるよう、中越大震災ネットワークおぢや等の関係機関との連携や民間事業

者等との災害協定締結が必要である。また、技術者の高齢化や担い手不足に

より、技術継承の阻害が懸念されることから、将来の技術者の育成・確保を

図る必要がある。

・災害発生後にボランティア活動が円滑に活動できるよう、大泉町社会福祉協

議会等の関係機関との連携が必要となる。

【市街地整備】（再掲）
・災害発生時に建物の老朽化や狭あい道路等により、道路の寸断や火災の延焼

拡大等の被害の拡大が懸念されるため、安全な都市基盤を形成する必要があ

る。
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リスク
シナリオ

７－３ 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・
復興が大幅に遅れる事態

【地域防災力の向上】（再掲）
・全地域（30 自治会）に自主防災組織が設立されているため、「自主防災組織

活動ガイドライン」の活用や自主防災訓練等により、地域防災力の向上を図

る必要がある。

【防犯体制の強化】
・災害発生時に空き巣等の治安の悪化の可能性があるため、自治会の自主防犯

パトロール活動の取り組みを支援するとともに、大泉警察署と連携し、治安

維持を図る必要がある。

【地籍調査の推進】（再掲）
・被災後の復旧・復興を迅速に実施するため、現地復元性のある地図情報を整

備する必要がある。

50



（ ）内には、当該施策に関連する「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」の番号を記載しています。

１ 行政機能／消防／教育／情報通信

施策 地域防災力の向上 （1-1、1-2、1-3、2-2、7-3）

推進

方針

・地域コミュニティにおける防災体制の充実に取り組むため、「自主

防災組織活動ガイドライン」を活用した自主防災訓練が行われるよ

う支援する。

・地域防災を牽引する人材育成のため、防災士の資格取得を支援する

とともに自主防災組織と防災士の連携強化を図る。

・平時から「総合防災マップ」等を活用した避難所や避難行動に関す

る防災啓発を行い、防災意識の向上を図る。

施策 避難誘導体制の整備 （1-1、1-2、1-3）

推進

方針

・平時から「総合防災マップ」等を活用した避難所や避難行動に関す

る防災啓発を行い、防災意識の向上を図る。

・浸水想定区域内、区域外の状況や今後の災害想定の見直し等により、

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定の見直しを検討する。

施策の推進方針
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施策 業務継続体制の整備 （3-1）

推進

方針

・災害発生時の応急対策業務や非常時優先業務が継続して実施できる

ように、必要に応じて、大泉町業務継続計画を見直すとともに非常

参集訓練等を実施し業務を確実に遂行できる体制の充実を図る。

・災害発生時に即座に災害応急活動が実施できるよう、庁舎等の非常

用発電やシステムのバックアップ等の防災機能の確保を図る。

・災害により交通インフラが被災した場合であっても、参集可能な職

員数の把握を図るとともに、災害対応に当たる職員の勤務体系につ

いて検討する。

・災害発生時の応急対策業務や非常時優先業務が継続して実施できる

よう、優先的に必要となる文書を明確化するとともに、災害発生時

に使用可能な場所への管理・保存を図る。

施策 情報の収集・伝達体制の確保 （1-3、6-3）

推進

方針

・情報収集は J-ALERT（注１０）及び県システム等を適切に維持管理する

とともに、県及び前橋地方気象台等と更に連携する。

・情報伝達は防災行政無線、安全・安心メール、電話配信サービス、

自主防災組織への連絡、ホームページ、SNS、Lアラート（注１１）、広

報車及び緊急速報メール等の多種多様な情報伝達手段・体制を維持

するとともに新規の伝達手段を調査・研究する。

・災害情報の共有を図るため、災害発生時に町から自主防災組織の会

長へ連絡する。

（注１０）弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、気象警報等の緊急情報を人工衛

星及び地上回線を通じて全国の都道府県、市町村等に送信し、防災行政無線など

自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達するシステムのこと。

（注１１）災害発生時に地方公共団体等が放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じ

て地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤こと。
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施策 消防力の強化 （1-1、2-2）

推進

方針

・災害発生時に迅速かつ的確に消火、救急救助活動を実施できるよう、

消防施設や消防資機材の計画的な更新を含め、万全な管理を図る。

・防火思想の啓発活動を実施するとともに、住宅用火災警報器の普及

を促進し、火災の予防を図る。

・消防団の人材確保を図るとともに常備消防との連携を強化する。ま

た、消防団員の更なる技術、知識の向上を図る。

施策 相互応援態勢の整備 （2-1、2-2、3-1）

推進

方針

・災害協定を締結している地方公共団体と相互応援、広域応援等に関

する協定の適切な運用ができるような体制整備を行う。

・受援計画を策定し、災害時は迅速に応援を受けられるように、受援

体制の整備を行う。

施策 防災啓発・防災教育の実施 （1-1、1-2）

推進

方針

・町主催の防災イベントや自主防災訓練等を通して「自らの命は自ら

が守る」という自助意識の向上を図る。

・児童、生徒が災害に関する知識を習得できるように適切な防災教育

に取り組む。
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施策 公共施設の長寿命化対策 （1-1、3-1）

推進

方針

・庁舎の安全確保を重視しつつ、更新（建替え）について検討する。

・公共施設マネジメントを確実に推進していくため、「大泉町公共施設

個別施設計画」（注１２）による修繕・改修工事を着実に実施していく。

・学校施設の老朽化対策として「大泉町公共施設個別施設計画」、「学

校施設の個別施設計画」（注１３）などに基づき、国庫補助を利用した長

寿命化改修や大規模改造等の予防保全工事を順次実施する。

（注１２）施設ごとの具体的な対応方針を定めるため、診断・点検によって施設の現状を把

握し、維持管理・更新などに係る対策内容や実施時期を定める計画。

（注１３）学校ごとの具体的な対応方針を定めるため、診断・点検によって施設の現状を把

握し、維持管理・更新などに係る対策内容や実施時期を定める計画。

施策 防災備蓄の充実 （2-1、4-2）

推進

方針

・被害想定に基づく、食料、飲料水等の物資確保を計画的に行う。

・民間事業者等との協定締結により、食料、飲料水、生活物資、燃料

等を流通備蓄から調達できるように民間事業者等との協定を更に

推進する。

・家庭、事業所に対して備蓄の周知を図る。
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施策 避難所対策 （2-4）

推進

方針

・町の避難所管理職員、自主防災組織、施設管理者、防災士等を対象

に避難所開設訓練を定期的に実施し、早期に避難所開設ができる体

制を確保する。

・優先的に開設する指定避難所で使用する資機材等を的確に維持管理

するとともに民間事業者等と災害協定締結を推進し、避難所で使用

する資機材や衛生用品等を確保する。

施策 学校・教育施設への支援 （1-1、1-2、1-3）

推進

方針

・学校・教育施設へ避難確保計画の策定や訓練実施を促進する。また、

建物の耐震化向上や防災に関連した資機材等の整備を促進する。

・災害発生時は学校・教育施設へ避難情報や気象情報等の連絡を適

宜行い、情報を共有する。
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施策 外国人対応（多言語対応等） （1-3）

推進

方針

・日本語による情報把握が困難な外国人の不安を解消するため、関係

機関や外国人キーパーソン等と連携した情報伝達や通訳などの支援

体制の更なる整備を図る。

・各種イベント等への外国人の参加を促し、日本人と外国人の多文化

共生のまちづくりについて理解促進と意識醸成を図るとともに、町

主催の防災イベントや自主防災訓練等への参加を通して、平時から

の防災意識向上を図る。

・避難所における外国人への対応として、指さし会話帳やマニュアル

を活用できる体制を整える。また、宗教的配慮を要する外国人への

食料を備蓄するとともに、礼拝室等の設置を検討する。

施策 エネルギーの確保 （2-2、5-1）

推進

方針

・災害発生時に、庁舎や災害対策本部、公用車等のエネルギーの確保、

また、救助・救急活動に支障をきたさないよう、民間事業者や関係

団体との災害協定締結等の連携を図り、燃料確保を図る。
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施策 人材の確保 （7-2）

推進

方針

・復旧、復興活動を円滑に進められるように中越大震災ネットワーク

おぢや等の関係機関との連携強化を図るとともに民間事業者等と災

害協定を締結していく。

・ボランティア活動が円滑に活動できるよう、平時から大泉町社会福

祉協議会等の関係機関との連携を強化する。

施策 防犯体制の強化 （7-3）

推進

方針

・災害発生時に、警察等と連携して、防犯について情報発信等を行う

ことで、防犯意識の向上を図る。

・平時から、パトロールの実施、防犯カメラや防犯灯の設置等を行い、

犯罪の抑止を図る。
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２ 保健医療・福祉

施策 避難行動要支援者対策 （1-3、2-2）

推進

方針

・避難時に支援を要する人に対し、避難行動要支援者名簿への登録を

促進する。

・災害発生時に避難行動要支援者の安否確認や避難誘導等の支援を自

主防災組織が自主防災組織活動ガイドラインをもとに対応できるよ

うに平時より連携し、支援する。

・自主防災組織や民生委員・児童委員等と連携し、「電話配信サービ

ス」の更なる周知を図る。

施策 感染症対策 （2-4）

推進

方針

・予防接種の実施や消毒等を行うための体制等を整備する。

・避難所で使用するマスク等の衛生用品の備蓄を進めるとともに、企

業等と災害協定を締結することで、更なる感染症予防対策の強化を

図る。

・大規模災害により多数の死者が発生する状況下でも保健衛生が確

保されるよう、遺体安置所の開設場所及び順位についても検討

し、適切な運営に必要な人員・備品等を確保できる体制整備を図

るとともに、感染症対策として十分なスペースを確保した遺体安

置所の必要性も検討する。
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施策 福祉施設等への支援 （1-1、1-2、1-3、2-3）

推進

方針

・福祉施設等へ避難確保計画の策定や訓練実施を促進する。また、建

物の耐震化向上や防災に関連した資機材等の整備を促進する。

・災害発生時は福祉施設等へ避難情報や気象情報等の連絡を適宜行

い、情報を共有する。

施策 医療関係団体との連携 （2-3）

推進

方針

・災害発生時においても医療救護体制を維持できるように平時から医

師会を初めとする医療関係団体と連携し情報を共有できる体制を強

化する。
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３ 都市・インフラ／環境

施策 住宅・建築物の耐震化対策 （1-1）

推進

方針

・「大泉町耐震改修促進計画」（注１４）等に基づき、住宅・建築物の耐震

化を推進するため、耐震改修等の補助や町民の防災意識の啓発に取

り組む。

・町営住宅は「大泉町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、維持管理

や除却を実施する。

（注１４）本町における建築物の耐震化に努め、地震被害の軽減を図るための計画。

施策 道路施設等の長寿命化対策 （5-4）

推進

方針

・道路及び公園は点検、調査、維持管理等を実施し、橋梁は「大泉町

橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて耐震化及び長寿命化を図り、安

全性の確保に努める。

施策 水害予防対策の推進 （1-2）

推進

方針

・河川管理者である国、県へ洪水及び浸水等の水害予防策について要

望し、ハード及びソフトの両面から対策を進めるとともに、農業用

施設や道路側溝からの冠水などの解消のため、定期的に点検、維持

補修、改修を図り、浸水被害を抑制し、住民の安全確保に取り組む。
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施策
交通ネットワークの強化
（2-1、2-2、2-3、4-1、4-2、5-1、5-4、7-1）

推進

方針

・災害発生時に救援物資の供給等を迅速かつ確実に行えるよう、適切

な道路の維持管理を図るとともに、緊急輸送道路については県等の

関係機関と連携を図る。

・災害発生時に迅速な応急復旧を目指すため、建設業者と更なる連携

を図る。

施策 上水道施設の整備 （2-1、2-4、5-2）

推進

方針

・群馬東部水道企業団と連携し、災害発生時においても安定的な給水

を継続することができる体制を整える。

施策 下水道施設の整備 （2-4、5-3）

推進

方針

・災害発生時に下水道の長期にわたる機能停止による公衆衛生問題や

下水道施設破損等を防止するため、耐震化を推進するとともに大泉

町公共下水道事業業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを実施す

る。
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施策 市街地整備 （1-1、5-4、7-2）

推進

方針

・道路の寸断や火災の延焼拡大等の被害を軽減させるため、建築物の

耐火性能の向上や狭あい道路の拡幅等により、災害に強い市街地を

目指し、生活環境の向上を図る。

施策 空き家対策 （1-1）

推進

方針

・「大泉町空家等対策計画」（注１５）に基づき、老朽化し危険な空き家の

除却を推進する。その他の管理不全な空き家については、関係機関

と連携を図りながら適切な指導助言を行う。

・空き店舗等が放置されることにより、老朽危険空き店舗とならない

ように空き店舗の有効活用を促進する。

（注１５）空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画。

施策 災害廃棄物の処理体制の整備・推進 （7-1）

推進

方針

・災害発生時に大量に発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速処理

するため、災害廃棄物処理に係る事業者との協定締結を進める。ま

た、多種多様な廃棄物を安全に処理できるよう、災害廃棄物の一時

仮置場の選定や処理体制の整備を進めるとともに関係機関と更な

る連携を図る。
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施策 有害物質の拡散・流失防止 （6-1）

推進

方針

・有害物質の拡散、流出等による環境への悪影響を防止するため、県

や関係機関と連携し、被害の未然防止に努める。

施策 地籍調査の推進 （7-1、7-3）

推進

方針

・国土調査法（注１６）に基づき地籍調査を推進し、地籍図や地籍簿を整

備し土地境界等の明確化を図る。

（注１６）国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともにあわせて地籍の

明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的として

制定された法律。
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４ 産業

施策 農業生産基盤の整備 （4-2、6-2）

推進

方針

・老朽化した農業用施設の補修、整備等を行い、適切に維持管理する。

・農業者の高齢化及び後継者不足が進行していることから、次世代の

担い手を確保していくために、農用地の貸し手と借り手のマッチン

グを行い、担い手の育成確保を図る。

施策 企業の事業継続支援 （4-1）

推進

方針

・災害発生時に企業が自主的な防災対策を推進するため、大泉町商工

会と連携して、事業継続計画（BCP）や事業継続力強化計画（注１７）

の策定が図られるように支援する。

（注１７）中小企業の自然災害等に対する事前対策（防災・減災対策）をまとめた計画。

施策 民間事業者への金融支援 （4-1）

推進

方針

・被災した事業者の事業継続や復旧のために必要な資金の調達がで

きるよう、制度融資などの金融支援を関係機関と連携し、支援体制

の強化を図る。
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